
４万円
購入の金額と設置費用
の総額の1/2を補助

要件や提出書類
について、詳細
の情報をHPに掲
載しております
ので、ご確認く
ださい。↓

提出資料

多種多様な防犯対策を推進してもらうため、防
犯対策設備の購入を行った方に対し、購入及び
設置費用の一部を補助します！

対象となる防犯対策設備

①防犯カメラ
②録画機能付きドアホン
③防犯性の高い錠
④補助錠
⑤センサーライト

⑥センサーアラーム
⑦面格子
⑧防犯フィルム
⑨防犯ガラス
⑩防犯砂利

1 申請書兼請求書
2 購入した防犯対策設備の領収書及び設置費用に関する領収書等
3 購入した防犯対策設備の名称や品番の確認できる説明書又はカタログ等
4 防犯対策設備の設置状況を確認できる写真（購入品一つに対して１枚の
写真をご提出ください）

5 申請者の本人確認ができるマイナンバーカード又は運転免許証等の写し
6 振込先口座が確認できる通帳等

申請方法

1 オンラインでの申請
QRコード先サイト、ぴったり
サービスより申請してください。

2 窓口・郵送での申請
必要書類を添付し、くらし安
全交通課へ提出してください。

※要件・定義については裏面をご覧ください。

※申請は一住宅につき、1回に限ります。



四街道市役所 くらし安全交通課くらし安全係
TEL：043-421-6107
Mail：yjshinko@city.yotsukaido.chiba.jp

犯罪の防止を目的として、継続的に撮影している録画機能付きカメラであり、当該カメラ
により撮影した映像の記録及び通信に必要最低限の関連機器から構成される装置のうち、
以下の全てを満たすもの

訪問者の姿を映像で確認・
録画（動画・静止画の別を
問わない。）をすることが
できる機能のついたドアホ
ン

不正開錠が困難な錠

主錠の他に、防犯性を
高める目的で、玄関、
窓などに補助的に取り
つける錠

主に赤外線や熱、振動、
磁力等を感知し、自動
的に一定の時間ライト
で照らす照明器具

主に赤外線や熱、振動、
磁力等を感知し、自動
的で警告音が鳴る装置

窓の外側又は内側に、
犯罪の防止を目的と
して取り付ける格子

犯罪の防止を目的とし
て、窓ガラスに取り付
けるフィルム

合わせガラス（2枚以上のガラス
板の間に特殊な中間フィルムを
圧着させたガラス。）又は合わ
せ複層ガラス（合わせガラスを
使用した複層ガラス。）

踏むと大きな音が発
生するよう加工され
た砂利

防犯対策設備 要件・定義 一覧

自宅の防犯対策を始めましょう！

①防犯カメラ

③防犯性の高い錠②録画機能付きドアホン ④補助錠

⑤センサーライト ⑥センサーアラーム

⑧防犯フィルム

⑦面格子

⑩防犯砂利⑨防犯ガラス

①設置場所が自身の住宅の敷地内であること
②近隣住民等のプライバシー保護に留意していること

その他、ご不明な点に関してはホームページに記
載の「四街道市防犯対策設備設置補助金よくある
質問集」をご確認ください。

ー
ー
ー
ー
ー

問い合わせ

要件や提出書類
について、詳細
の情報をHPに掲
載しております
ので、ご確認く
ださい。↓
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四街道市内での主な問題商法一覧 

                             詳しくは消費生活センターまでお尋ねください。 

商法の名称 商品・サービス例 事  例 

点検商法 屋根工事・ガス設備 
点検すると言って訪問し、「すぐに交換しなければ

危ない」などと不安をあおり、契約させる。 

次々販売 排水管清掃・リフォーム工事 
一度契約すると必要のない商品やサービスを次々

と契約させる。 

催眠（SF） 

商法 

ふとん類・電気治療器 

健康食品 

閉め切った会場で日用品を安価で配り、興奮した状

態の中で高額な契約をさせる。 

サイドビジ

ネス商法 

情報商材・セミナー・副業サイト 

投資ソフト・仮想通貨 

「簡単な仕事で高収入になる」などと勧誘し、セミ

ナーや商材を契約させる。 

マルチ商法 健康食品・化粧品 
販売員となり商品等を介して購入者を販売員に勧

誘。販売員が増えるほどマージンが入る商法。 

架空請求 
動画サイト・有料サイト 

（消費料金などの曖昧な表現も） 

「料金が未納」とのメールやハガキが届く。電話や

リンク先などに誘導する。 

※ 通信販売の場合、クーリング・オフ制度はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ご存知ですか？ 

クーリング・オフ制度 

 

        通  知  書 
 
私は、貴社と次の契約をしましたが、 
解除します。 

 
   契約年月日  ○年○月○日 
  商 品 名  ○○○○  
  契 約 金 額   ○○○○○円 
 
私が支払った代金は返金してください。 
受け取った商品はお引き取りください。 
 
○年○月○日 

   
 東京都○○区○○町○丁目○番○号 
      株式会社 ××× 
          代表者 様 
     
  四街道市○○町○○番地 
       （氏名） ○○ ○○ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

四街道市消費生活センター  ☎043-422-2155 
受 付 日 月曜日～金曜日 ※祝日、年末年始などを除く 

受付時間 ９時～１６時 

 

契約してしまったけれど、解約したい。 

そんなときは・・・ 

 

契約書面を受け取った日を含め８日以

内（内職・モニター商法、マルチ商法は

２０日以内）に、書面で通知します。 

はがきを特定記録か簡易書留で送る方

法が良いでしょう。書面はコピーを取り、

大切に保管しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 



令和７年度 
 
 
 
 
 
 

脱炭素社会の実現につながる家庭における環境アクション（環境に配慮した取組）
に対して、その取組内容ごとにポイントを付与します。（上限 5,000 ポイント） 

付与したポイントに応じて商品券を交付します。（交換は 500 ポイント単位） 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

・市内の住宅に自ら居住している、市内に住民登録がある人 

・自らが属する世帯全員が市税を滞納していない人      等   
 
 
 
  
 
 
 

○ 同一世帯で複数の申請をすることはできません。 
○ 本年度・前年度ともに四街道市内の同一住所における検針票などの提出が必要です。 
○ 申請額が予算枠に達した場合、実施期間より前に受付を締め切ります。 

 
 
 
※詳しくは、市のホームページでご確認ください。 
※市のホームページでは、申請書などの提出書類や申請の手引きがダウンロードできます。 

環境アクション 削減率 付与ポイント 

①電気の使用量削減 
②ガスの使用量削減 

2 ％以上  4 ％未満 500 
4 ％以上  6 ％未満 1,000 
6 ％以上  8 ％未満 1,500 
8 ％以上 10 ％未満 2,000 

10 ％以上 2,500 
③みどりのカーテンの設置  500 
④宅配ボックスの購入・設置  1,000 

商品券交付 
 

●申請・実施報告 
の 1～2 か月後 

        申請・実施報告 

●令和8年2月27日(金)まで 

環境アクションポイント事業 
○ 環境アクション（環境に配慮した取組）で 
  ポイントがもらえます。 
○ 獲得したポイントは商品券と交換できます。 

[お問い合わせ] 四街道市役所 環境政策課 電話：043-421-6131 

取組み：令和７年４月１日(火曜)～令和８年２月２７日(金曜) 

２．取組みから商品券交付までの流れ 

電気・ガスの使用量削減 

●連続２か月分の使用量(前年と比較) 

３．対 象 者 

みどりのカーテン 
●日光を遮るため建物の窓や壁に設置 

宅配ボックス購入・設置 
●大きさ等の条件を満たす宅配ボックス 

【ﾎﾟｲﾝﾄが付与される取組】 

○使用量削減(電気・ｶﾞｽ) 
○みどりのカーテン 
○宅配ﾎﾞｯｸｽ購入・設置 

※受付は先着順です。実施期間内でも申請が 
予算枠に達した時点で受付を終了します。 

４．申請期間 

注意事項 

１．ポイント付与対象の環境アクション 

令和7年6月2日(月曜)～令和8年2月27日(金曜) 

５．申請方法 申請書類一式を環境政策課に 持参 又は 郵送(※必着) 

６．提 出 先 四街道市役所環境政策課（本庁舎１号棟２階(窓口12番）） 

（500ポイントごとに 500円相当の商品券に交換） 











【問い合わせ先】
※申し込み期間R7.12.15～R8.1.9
　(R7.12.27～R8.1.4休所)

四街道市くらしサポートセンター「みらい」
四街道市鹿渡無番地 総合福祉センター3階 
①電話：043－421－3003 平日9時～17時
 ②メール：soudan@yotsukaido-shakyo.or.jp 
※ メ ー ル で 申 し 込 む 際 は 、 件 名 に 「 こ ど も の
教 育 資 金 」 と 明 記 の う え 氏 名 、 電 話 番 号 、
お 住 ま い の 地 区 、 年 代 を ご 記 入 く だ さ い 。
※ 会 場 と は 別 室 で キ ッ ズ ス ペ ー ス を ご 用 意 し
て お り ま す 。 定 員 １ ５ 名 、 ４ 歳 以 上 の お 子 様
が 対 象 と な り ま す 。
 ※ 小 学 生 以 上 の お 子 様 は １ 階 児 童 セ ン タ ー も
利 用 可 能 で す 。  

日時

場所

講師

内容

要予約
先着３０名
程度

キッズ
スペース
あります

こどもの教育資金こどもの教育資金

～今日からはじめる
　　　　　　マネープラン～

～今日からはじめる

　　　　　　マネープラン～

令和８年１月１７日（土）令和８年１月１７日（土）
10:00～12:0010:00～12:00

四街道市総合福祉センター

３階会議室

四街道市総合福祉センター
３階会議室

参加
無料

参加
無料

四
街
道
市在

住・在
勤の子育て世帯

対

象

 

ライフプランナー 　本多 正樹 氏
 所属先：ソニー生命保険株式会社 

千葉ライフプランナーセンター第2支社

 ライフプランナー　 田中 健太 氏 
所属先：ソニー生命保険株式会社 

千葉ライフプランナーセンター第1支社

 所 在 地 ： 〒 273-0005 船 橋 市 本 町 1-

27-15 GRANODE FUNABASHI 8F

 TEL：047-413-6931／047-413-6932

SL2811-3450-2449　

高校進学や大学進学までにかかる費用の目安
家計に無理なく準備するコツ
奨学金などサポート制度の活用法
わかりやすく解説します。

こどもの夢を応援するために、今からできることを
一緒に考えてみませんか？



　◆「成田税務署からのお知らせ」に記載のとおり以下の日程で実施されます

※1　イオンモール成田での申告書作成会場をご利用の場合も、事前に入場整理券が必要となります。

申告書作成会場の入場整理券は、会場（イオンモール成田）での当日配付またはLINEによる事前発行で

入手することが可能です。詳しくは「成田税務署からのお知らせ」裏面をご覧いただくか、

成田税務署（0476-28-5151）にお問い合わせください。

※2　千葉西税務署は駐車場(身体障害者用を除く。)は使用できません。

　◆成田税務署主催の「税理士による確定申告無料相談会」につきましては、今年度

　四街道市での開催はございません。

〇成田税務署の申告会場、e-Taxをご利用ください。

〇他市での開催日時など、詳しくは「成田税務署からのお知らせ」表面をご覧いただくか、

成田税務署（0476-28-5151）にお問い合わせください。

　◆作成済みの確定申告書の提出は直接成田税務署にお持ち込みいただくか、下記住所

（東京国税局業務センター千葉西分室）まで郵送にてご提出ください。

郵送提出の場合の郵送先が今年から変更になっているのでご注意ください。

○四街道市役所では所得税の確定申告相談・提出は一切できません。

確定申告書の郵送提出先（郵送で提出する場合）

　〒262-8507　千葉市花見川区武石町1丁目520番地

　東京国税局業務センター千葉西分室(成田税務署)

確定申告書の提出先（直接持ち込みでの提出の場合）

　成田税務署(〒286-8501　成田市加良部１丁目15番地)

申告書作成会場
令和８年2月16日（月）から 3月16日

（月）

イオンモール成田

2階イオンホール※1

（成田税務署からのご案内です）

所得税の『確定申告相談』について

申告相談 期間 場所

申告書作成会場 令和８年３月１日（日）のみ 千葉西税務署※2

裏面もご覧ください



　

市民税・県民税申告に関するお問い合わせ
四街道市役所　課税課　市民税係

電話０４３－４２１－６１１４（直通）

※申告期間中はお電話が繋がりにくくなっております。

令和8年度市民税・県民税の申告について

　〒284-8555　　四街道市鹿渡無番地

　申告期限は、３月１6日（月）までです。申告は正しく期限内に行いましょう。

窓口が大変混み合い、お待たせする場合があります。

申告書の郵送提出にご協力をお願いいたします。

【市民税・県民税の申告相談は、来所せずに受付順番の予約ができます】

右記二次元コード内「■順番予約申込」から「㉓住民税申告（所得のない

方）」または「㉔住民税申告（所得のある方）」を選択してご予約くださ

い。（呼出時にご不在の場合は、次の方をお呼び出しいたします。お呼出後

にお越しになられた際は、順番が前後することがありますので予めご了承く

ださい。詳しくは市ホームページをご確認ください。）

◆市民税・県民税の申告

　２月２日（月）～３月１６日（月）の９時から１６時まで

市役所２階９番窓口課税課で受け付けます。　(※土日祝日を除く)

　　　四街道市役所　課税課　市民税係

市民税・県民税の

申告が必要な人

令和８年１月１日現在、市内在住で①～④に該当する人

　①事業（農業・営業など）や不動産などの所得があったが、

　　所得税を納付することにならないため、確定申告をしない人

　②所得税の申告の対象にならない所得があった人

　　（給与所得者で給与所得以外の所得が２０万円以下の場合など）

　③給与所得のみで勤務先から市役所に給与支払報告書が提出されていない人

　　（提出の有無は勤務先にご確認ください）

　④年金収入が４００万円以下かつその他の所得が２０万円以下で確定申告は

　　不要だが、申告する控除がある人

　　※①～④に該当しない場合でも、所得証明書の発行などの行政サービスを

　　　受けるにあたり申告が必要になる場合があります。

申告時に

用意するもの

・昨年の申告書等の控えや源泉徴収票など申告に必要な書類

・マイナンバーにかかる番号確認書類および本人確認書類

　〇マイナンバーカード（個人番号カード）をお持ちの方

　　マイナンバーカード

　〇マイナンバーカードをお持ちでない方（次の①と②から各１点ずつ、計２種類）

　　①マイナンバー確認書類

　　・通知カード

　　・住民票の写しまたは住民票記載事項証明書（マイナンバーの記載があるもの）

　　　などのうち、のいずれか１つ

　　②本人確認書類

　　　運転免許証・身体障害者手帳・パスポート・特別永住者証明書・

　　　写真つき住基カード・年金手帳・在留カード・介護保険証・健康保険証など

　　　のうちいずれか１つ

　令和８年度市民税・県民税の申告書郵送先



　なお、四街道市役所では所得税の確定申告書の作成相談・提出は一切できません。

【問い合わせ先】

所得税・確定申告について 　　　市県民税について

成田税務署：０４７６－２８－５１５１ 　　　四街道市役所課税課　市民税係

　　　０４３－４２１－６１１４（直通）

　
・国税庁ホームページ（右ＱＲコード）では確定申告書の作

成・印刷を行うことができるほか、マイナンバーカードを利用

して確定申告をインターネットで行うe-Taxについてもご案内

していますのでご利用ください。特にスマホがマイナンバー

カード読み取り対応である場合は、スマホでの申告が大変便利

です。

国税庁ＨＰ

※土地・建物や株式等に係る譲渡所得の確定申告関係書類（内訳書や計算明細書など）について

は、市役所での配布はありません。税務署へ直接請求していただくか、国税庁ホームページなどを

ご活用ください。

※自動音声にてお受けし、ご用件に応じて担当者

がお応えします

・市役所での配布終了後は、電話で税務署に直接請求してください。印刷部数削

減のため税務署にも在庫がない場合がありますのでご了承ください。

所得税の確定申告書配布について

確定申告書は、税務署及び市役所で配布します。

　国の電子申告によるペーパーレス化の推進により、確定申告書の印刷部数が

年々削減されており、昨年よりも配布部数が少なく限りがあります。

　できるだけ多くの人に行き届くよう、申告書のお持ち帰りはおひとり様１部ま

でとさせていただきます。

　市民の皆様のご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

〇四街道市役所での確定申告書配布

日時 場所

令和8年１月１5日（木）

１５：００～

（土日祝日を除く）

※無くなり次第終了

四街道市役所　２階エレベーターホール

・１月１4日以前に確定申告書が必要な場合は、税務署に直接お問い合わせください。
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　実施時期や申し込み方法などは、実施する市町村ごとに異なりますので、
詳細についてはお住まいの市町村窓口にお尋ねください。
　令和2年度以降に受診した健診結果は、マイナポータルでも閲覧できます。
（結果の反映には受診から数か月の期間を要します。）

健康診査で毎日の生活に安心を！

　広域連合では、令和２年度より高齢者の身体的、精神的及び社会的な課題に対応し、きめ細やかな支援を実施する
ため、市町村へ「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業」を委託しています。市町村においては、それぞれ
の地域の高齢者の健康課題に基づき、フレイル予防や疾病の重症化予防等の保健指導や、通いの場などでの健康相談
等を行っています。
　一例としては、血糖値が高い状態の方や糖尿病の治療を
中断した方を対象とした、医療機関の受診勧奨や保健指導に
取り組んでいます。血糖値の高い状態を放置すると、合併症
として糖尿病性腎症を引き起こし、人工透析による治療が必要
となることがありますが、糖尿病性腎症が重症化する前に
適切に医療機関を受診して治療や生活の見直しに取り組む
ことで、身体の状態を維持することができます。千葉県の後期
高齢者の状況をみると、患者千人当たり糖尿病合併症新規患者数
で糖尿病性腎症と診断された方は、令和２年度の1.089人
から令和６年度1.349人と徐々に増加しています。(図)
　日ごろから、健康状態の把握や健康管理のために年に１回は健康診査を受けていただくとともに、保健指導の
機会を積極的に利用してください。

健診結果を活用しています

健康診査を受けるには？

１年に１回の健康診査を受けることで

検査内容

診察・問診 血液検査身体測定 血圧測定 尿検査

・ 毎年の受診で、身体の変化を数値で確認できます。
・ 病気の兆候がわかります。
　健康診査で兆候がわかる病気：高血圧症・脂質異常症・糖尿病・肝臓病・腎臓病など
・ フレイル（加齢により心身が衰えてきている状態のこと）チェックもできます。
・ 健康についての些細な心配も相談できます。
・ 定期的に通院している方も、別の視点から健康チェックができます。

市町村問合先

～「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業」を行っています～

脂質・血糖・肝機能など質問票による
フレイルチェック
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患者千人当たり糖尿病合併症新規患者数（糖尿病性腎症）

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

千葉県 全　国

出典：KDB（国保データベース）

1令和元年〔2020年〕12月00日発行【ちば広域連合だより　第29号】 1令和7年〔2025年〕12月9日発行【ちば広域連合だより　第39号】

千葉県人口6,277,188人（令和7年10月1日現在）　被保険者数1,008,036人（令和7年9月30日現在）　 39※本文中の被保険者とは、後期高齢者医療制度の被保険者のことを指します。



詳しくはお住まいの市（区）町村の後期高齢者医療担当窓口にご相談ください。

医療費通知は、医療機関等でかかった医療費の額をお知らせするために、下記のとおり発送します。

　医療費通知は医療費控除の添付書類としてご利用いただけますが、対象診療月が令和7年11月
から12月までの医療費通知は、確定申告の申告期限に間に合うように通知をお送りすることが
できません。ご承知おきください。
　令和7年11月から12月までの医療費については、医療機関等から発行された領収書に基づいて
「医療費控除の明細書」を作成し、申告手続きを行ってください。

　後期高齢者医療保険料は、令和7年中（令和7年1月1日から令和7年12月31日まで）に納付した全額
が社会保険料控除の対象です。

　年金の源泉徴収票をご確認ください。（社会保険料控除の対象となる額が記載されています。）

　口座振替されている口座の通帳や領収書をご確認ください。
　また、ご自身以外（ご家族の方など）の後期高齢者医療保険料を納付書により納付したときは、
その納付額の全額が、納付した方の社会保険料控除の対象となります。

　マイナ保険証を救急の現場でも活用できる「マイナ救急」が開始され、ご自身の状況を説明することが
難しい場合でも、救急隊が通院やお薬の記録などの医療情報を確認することで、より適切な処置や医療
機関への搬送につながります。

●特別徴収の方（年金から保険料を天引きされている方）

●普通徴収の方（口座振替や納付書によりお支払いされている方）

令和７年分の確定申告をされる方へ
納付した後期高齢者医療保険料額については、お住まいの市（区）町村の後期高齢者医療担当窓口にお問い合わせください。お問い合わせ先

※収入がない場合や遺族・障害年金のみを受給している方でも、住民税の申告をしていないと
　保険料の軽減が受けられない場合がありますので、収入の申告をしてください。

確定申告、住民税申告に関するお問い合わせ
●所得税の確定申告については、所轄の税務署にお問い合わせください。
●住民税の申告（※）については、お住まいの市（区）町村の住民税担当窓口にお問い合わせください。

●災害により住宅等に著しい損害を受けた　●重篤な疾病、災害、事業の休廃止や失業等により収入が激減した
●刑事施設などへ拘禁され給付の制限が行われている（保険料のみ）

申請により保険料や医療費の自己負担額の減免が受けられる場合があります

保険証としてマイナンバーカードのご利用をご検討ください

〈主な減免事由〉

発送月 対象診療月
令和8年  1月下旬頃
令和8年  6月上旬頃

令和7年  1月から令和7年10月まで
令和7年11月から令和7年12月まで

●確定申告にご利用になる際の注意

医療費通知の発送スケジュールについて
お問い合わせ先　給付管理課　☎043-216-5013

後期高齢者医療保険料は、社会保険料控除の対象です

令和7年〔2025年〕12月9日発行2



お問い合わせ先　給付管理課　☎043-216-5013

医療費の返還を求める場合があります

お問い合わせ先　給付管理課　☎043-216-5013

令和６年度の一人当たりの医療給付費等について

　令和６年度の医療費の総額は、8,394億6,241万円となっており、そのうち医療給付
費（みなさまの自己負担額を除いた医療費）として7,666億6,397万円を千葉県後期高齢
者医療広域連合が負担しています。
　千葉県の一人当たりの医療給付費は、78万3,032円となり、前年度
77万4,982円と比較し約1.04％増加しました。
　医療費の増加は、みなさまの保険料の増加につながります。健康診査
を積極的に受診して健康管理に努めるとともに医療費通知で健康に
関する認識を深めていただくなど、医療費の適正化にご協力をお願い
します。

　令和4年10月に始まった、2割負担の方の1か月の外来医療の負担増加額を3,000円
までに抑える配慮措置(入院の医療費は対象外)が令和7年9月30日に終了しました。
　２割負担の方の令和7年10月以降の外来医療の自己負担限度額は18,000円になります。

令和６年度 前年度（令和５年度） 増減

医療費の総額

医療給付費の
総額

一人当たりの
医療給付費

8,394億6,241万円

7,666億6,397万円

78万3,032円

8,002億8,236万円

7,301億3,265万円

77万4,982円

391億8,005万円（+4.90％）

365億3,132万円（+5.00％）

8,050円（+1.04％）

令和６年度の医療費・医療給付費は速報値のため、今後変更となる可能性があります。
また、医療費の返還金等を差し引いた額のため、決算状況の医療給付費とは一致しません。

お問い合わせ先　給付管理課　☎043-216-5013

２割負担の方の配慮措置が終了しました

　適正な医療の給付を図るため、以下のような場合は返還を求める納付書を
お送りしております。
●被保険者資格の喪失等に伴う医療費の返還
　当広域連合の資格がない期間（例：千葉県から転出した後や生活保護の受給
開始後など）に、当広域連合の資格確認書等を使用して医療機関等を受診した
場合、当広域連合が負担した医療費を返還していただきます。

●負担割合の変更に伴う差額分の返還
　所得の修正申告等により、医療機関等の窓口でご負担いただく自己負担割合
が遡って変更となり高くなった場合、差額分を返還していただきます。

3【ちば広域連合だより　第39号】



　令和７年第２回千葉県後期高齢者医療広域連合議会定例会が１１月７日に開催されました。
　定例会では、令和６年度一般、特別会計決算の認定議案など９件が審議されました。また、4人の議員が登壇し、
一般質問を行いました。（※第２回定例会の会議録は後日ホームページに掲載予定）

■議案第１号 専決処分の承認を求めることについて（職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について）
■議案第２号 専決処分の承認を求めることについて（職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について）
■議案第３号 専決処分の承認を求めることについて

（職員の育児休業等に関する条例及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について）
■議案第４号 監査委員の選任について
■議案第５号 令和６年度一般会計歳入歳出決算の認定について
■議案第６号 令和６年度特別会計歳入歳出決算の認定について
■議案第７号 令和７年度一般会計補正予算（第１号）

（議案名中『千葉県後期高齢者医療広域連合』は省略）第2回定例会の議決結果

今後の広域連合だよりの
郵送について

年２回発行している「ちば広域連合だより」の3月発行分は、これまで全被保険者世帯に郵送していましたが、昨今の
郵送料の値上がり等に鑑み、令和８年３月発行分から郵送を行わず、市（区）町村窓口等により配布することといたします。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

■議案第８号 令和７年度特別会計補正予算（第１号）
■議案第９号 千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少、千葉県市町村総合事務組合の共同処理する

事務の一部廃止及び千葉県市町村総合事務組合規約の変更に関する協議について

多数承認

多数認定
多数認定

全会承認

全会承認

全会可決
全会可決

全会可決

全会同意

　後期高齢者医療の保険制度を
運営するための「特別会計」の
令和6年度決算は、歳入決算額
（収入）7,984億8,330万円、歳出
決算額（支出）7,879億7,244万円
となりました。
　歳入歳出差引残額
の105億1,086万円
は、令和7年度へ繰り
越しました。

特別会計の内訳

国・県・市町村からの
支出金（47.8％）
3,817億9,364万円

現役世代
からの支援金
（39.3％）
3,137億
3,404万円

保健事業費（0.5％）
41億5,853万円

みなさまからの
保険料（10.6%）
847億
6,620万円

医療給付費等
（98.0%）
7,720億8,876万円

その他（1.5%）
117億2,515万円

その他（2.3%）
181億
8,942万円

歳出
決算額
7,879億
7,244万円

歳入
決算額
7,984億
8,330万円

※金額は1万円未満を端数処理しています。
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千葉県後期高齢者医療広域連合議会議員名簿（議員定数54人）  （令和７年１１月７日第２回定例会　現在）敬称略

※

順
音
十
五
は
名
村
町
市

長
議
副
は
○
　
長
議
は
◎

名
村
町
市

名
員
議

千葉県後期高齢者医療広域連合議会は、県内５４市町村議会の議員のうちから選挙された議員で構成され、広域連合の条例の制定・改廃、予算案等を審議、議決する機関です。

お問い合わせ先　総務課　☎043-216-5011
令和６年度の決算

お問い合わせ先　議会事務局　☎043-216-5011
令和７年第２回定例会が開かれました

お問い合わせ千葉県後期高齢者医療広域連合 千葉県後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療制度を
運営する特別地方公共団体（自治体）です。
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０５７０-０66-０46千葉県後期高齢者医療広域連合コールセンター
（後期高齢者医療制度に関するお問い合わせ）

※通話料がかかります。 ホームページ

受付時間/午前8時30分～午後5時15分（土・日曜日、祝日、年末年始を除く） 各課共通FAX 043 206 0085

本紙、広域連合の運営について
総務課 ☎043 216 5011

電話番号のかけ間違いにご注意ください。

議会について
議会事務局☎043 216 5011

保険料、資格確認書等について
資格保険料課☎043 308 6768

保険給付、保健事業について
給付管理課☎043 216 5013


